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第１章 計画の趣旨 

 

第１節 背景・目的 

本町では、これまで、住民福祉のために公共施設（公共建築物及びインフラ資産）を整備して

きました。これらの公共施設は、今後老朽化が進み、更新・建替えや改修費⽤の増⼤と⼀定の年

度への集中が懸念されます。また、この老朽化対策にかかる費⽤の増加により、⼤きな財政負担

となることが⾒込まれるほか、少⼦⾼齢化による⼈⼝構造や社会的ニーズなど、社会情勢変化へ

の対応も課題となっています。 

上記の背景を踏まえ、⼈⼝動態・財政状況等を⾒据えた⻑期的な視点をもって、公共施設等の

利⽤状況の把握と更新・総量適正化・⻑寿命化を総合的かつ計画的に⾏うことの必要性から、平

成 28 年度（2016 年度）に「錦町公共施設等総合管理計画」（以下、「総合管理計画」という。）

を策定しました。 

総合管理計画では、本町全体の公共施設の総合的な状況把握、方針の策定を⾏い、さらに個別

の施設毎の実⾏計画を策定することが求められています。そこで、本町の関連計画と整合を図り

ながら、施設の劣化状況を踏まえ、⻑期的な視点をもって、公共施設の更新・⻑寿命化を総合的

かつ計画的に⾏うことを目的として「錦町公共施設個別施設計画」（以下、「本計画」という。）を

策定します。 
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第２節 計画の位置づけ 

本計画は、総合管理計画の下位計画として、公営住宅以外の公共建築物についての維持管理方

針を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐1．計画の位置づけ 

第３節 計画期間 

本計画期間は、令和 3 年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの 10 年間と

し、計画内容は社会情勢の変化や事業の進捗状況に応じて、計画期間中においても⾒直しを⾏う

ものとします。また、上位計画である公共施設総合管理計画は、平成 29 年度（2017 年度）から

令和 36 年度（2054 年度）までの 38 年間を計画期間とし、5 年毎の⾒直しに合わせ個別施設計

画の進捗を⾒ながら取組みを再構成するものとします。 

 

図 1‐2．計画期間 
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第４節 計画の対象施設 

総合管理計画に掲げる公共建築物のうち、公営住宅を除く施設（17 施設、約 2.8 万㎡）を本

計画の対象とします。 

表 1‐1．対象施設⼀覧 

 

  

連番 施設⽤途 施設名称 建物名称 所属課 延床面積
(㎡) 建築年月日

1 町民文化系施設 木上コミュニティーセンター 木上コミュニティーセンター 教育振興課 407.78 平成1年3月31日

2 町民文化系施設 西コミュニティーセンター 西コミュニティーセンター 教育振興課 394.01 平成4年3月31日

3 町民文化系施設 錦町農村婦⼈の家 農村婦⼈の家 農林振興課 278.40 昭和61年3月20日

4 社会教育系施設 錦町青年会館 青年会館及び錦町図書館 教育振興課 476.02 昭和51年3月1日

5 社会教育系施設 錦町青年会館 閉架式図書館 教育振興課 20.06 平成14年6月30日

6

スポーツ・レクリエー

ション系施設 錦勤労者体育センター 錦勤労者体育センター 教育振興課 1785.80 昭和59年3月10日

7

スポーツ・レクリエー

ション系施設 錦町武道館 武道館 教育振興課 510.00 昭和61年3月20日

8

スポーツ・レクリエー

ション系施設 錦町弓道場 弓道場 教育振興課 122.50 平成7年6月14日

9 産業系施設 錦町就業センター 錦町就業センター 総務課 506.37 昭和54年7月20日

10 産業系施設 錦町農産物直売所 農産物直売所 企画観光課 261.16 平成15年1月10日

11 産業系施設 錦町農産物直売所 農産物直売所(増築) 企画観光課 81.99 平成20年3月20日

12 学校教育系施設 西小学校 体育館 教育振興課 619.00 昭和53年4月1日

13 学校教育系施設 西小学校 校舎 教育振興課 2944.00 昭和57年4月1日

14 学校教育系施設 ⼀武小学校 校舎 教育振興課 2650.00 昭和53年4月1日

15 学校教育系施設 ⼀武小学校 屋内運動場 教育振興課 800.00 昭和58年4月1日

16 学校教育系施設 ⼀武小学校 特別教室 教育振興課 135.00 昭和58年4月1日

17 学校教育系施設 木上小学校 屋内運動場 教育振興課 790.00 昭和55年4月1日

18 学校教育系施設 木上小学校 校舎 教育振興課 2813.00 昭和62年4月1日

19 学校教育系施設 錦中学校 校舎 教育振興課 5151.14 平成19年3月1日

20 学校教育系施設 錦中学校 屋内運動場 教育振興課 1864.93 平成5年12月15日

21 学校教育系施設 錦町学校給食センター 学校給食センター 教育振興課 712.00 平成11年8月27日

22 保健・福祉施設 錦町保健センター 保健センター 健康保険課 844.20 平成17年8月22日

23 ⾏政系施設 錦町役場 本庁舎 総務課 3911.99 平成6年7月29日

24 その他 旧桑原家住宅 旧桑原家住宅 教育振興課 212.00



 

4 

 

第 2章 施設の維持管理に関する方針 

第1節 施設整備・維持管理の基本方針 

第1項 長寿命化の推進 

予防保全型の管理に転換し、計画的に維持管理を⾏い、施設の耐⽤年数を伸ばし、施設の⻑寿

命化を図ります。 

 

第2項 点検・診断の実施方針 

施設管理者が劣化状況調査票による点検を継続して⾏います。点検結果から特に問題のある施

設については、専門家による現地調査を⾏います。劣化状況から原因や、改修方法、仕様や更新

周期等を詳細に把握し、改善につなげます。また、点検結果や現地調査結果は、施設マネジメン

トシステムなどを活⽤し、全庁的に管理し、日常管理や課題の共⽤化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2‐1．劣化状況調査票様式例 

（文部科学省 学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書をもとに作成）  



 

5 

 

第3項 安全確保の実施方針 

施設の点検により明らかになった劣化箇所は、現地状況を確認の上、適正に修繕を実施するこ

ととします。事故になりうる危険箇所については、町民や利⽤者の安全を第⼀に、立入禁止等の

処理を⾏うとともに応急処置をします。 

 

第4項 維持管理・修繕の実施方針 

日常的・定期的に施設の点検を⾏うことで、建物の劣化状況を詳細に把握でき、より早急に異

常に気付くことができます。⻑寿命化を図るために、計画的に改修工事などを⾏うだけでなく、

点検（日常、定期）や清掃、情報管理を⾏い、施設に応じた維持、改修内容や時期を実施計画に

反映します。 

 

第5項 更新について 

老朽化の進んだ施設については、総合管理計画に基づき、施設の複合化や減築についての検討

を⾏った上で更新を⾏います。また、PPP/PFI1を積極的に活⽤し、民間との連携を検討します。 

 

第6項 ユニバーサルデザインについて 

改修工事等を実施する際、ユニバーサルデザイン2を取り入れ、誰もが利⽤しやすい施設づく

りに取り組みます。 

 

第2節 施設長寿命化の基本方針 

 

第１項 目標耐用年数の設定 

本町では、⻑寿命化する場合の公共建築物の目標耐⽤年数を、「建築物の耐久計画に関する考

え方（日本建築学会）」を参考に、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造を 80

年、軽量鉄骨造、木造を 50 年と設定します。⻑寿命化しない場合や出来ない場合の目標耐⽤年

数はそれぞれ 60 年、40 年と設定します。 

また、「予防保全」の考え方を取り入れた⻑寿命化を図っていくためには、建物を構成する主

要な部位別に改修周期を設定する必要があることから、「建築物のライフサイクルコスト（⼀般

財団法⼈ 建築保全センター）」の標準耐⽤年数を参考に、表 2‐3 のとおり部位別改修周期を設

定します。  

                                        

1 PPP:官民連携。公共と民間がパートナーシップを組んで、効率的で⾼品質な公共サービスを⾏う

仕組み。PFI：公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資⾦、経営能⼒および技術的能⼒を活

⽤し、公共サービスの効率化と品質向上を図る仕組み。 

2 ユニバーサルデザインはあらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、⼈種等にかかわらず多様な

⼈々が利⽤しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方のこと。(出典：障害者基本計画) 
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表 2‐1．建築物全体の望ましい目標耐⽤年数 

構造 

種別 

 

用途 

鉄筋コンクリート造・ 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 

ブロック造 

れんが造 
木造 

重量鉄骨 

軽量 

鉄骨 
高品質 

の場合 

普通の 

品質 

の場合 

高品質 

の場合 

普通の 

品質 

の場合 

学校 

官庁 

Y。100 

以上  

 Y。60 

以上 

Y。100 

以上  

Y。60 

以上 

Y。40 

以上 

Y。60 

以上 

Y。60 

以上 

住宅 

事務所 

病院 

Y。100 

以上  

 Y。60 

以上 

Y。100 

以上  

Y。60 

以上 

Y。40 

以上 

Y。60 

以上 

Y。40 

以上 

店舗 

旅館 

ホテル 

Y。100 

以上  

 Y。60 

以上 

Y。100 

以上  

Y。60 

以上 

Y。40 

以上 

Y。60 

以上 

Y。40 

以上 

工場 
Y。40 

以上  

 Y。25 

以上 

Y。40 

以上  

Y。25 

以上 

Y。25 

以上 

Y。25 

以上 

Y。25 

以上 

〔引⽤元資料：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）〕 

 

表 2‐2．目標耐⽤年数の級の区分の例 

構造種別 

用途 

目標耐用年数 

代表値  範囲 下限値 

Y。100 100年 80～120年 80年 

Y。60 60年 50～80年 50年 

Y。40 40年 30～50年 30年 

Y。25 25年 20～30年 20年 

〔引⽤元資料：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）〕 

 

表 2‐3．部位別改修周期 

部位項目 
標準耐用 

年数 

建築 
外壁 20～30年 

屋上防水 20～30年 

電気 
受変電設備 30年 

電灯設備 20年 

機械 

空調設備 20年 

給水設備 20～30年 

エレベーター 30年 

〔引⽤元資料：建築物のライフサイクルコスト（⼀般財団法⼈ 建築保全センター）〕 

  



 

7 

 

第2項 長寿命化の判定基準 

建築物は、構造躯体の健全性が確保されてはじめて⻑期間使⽤することができますが、施工方

法やその後の使⽤状況、また立地環境により使⽤できる年数が異なります。このため⻑寿命化の

可否を判断するためには、建物ごとに構造躯体の健全性を評価する必要があります。 

耐震診断を実施済みの建物については、既存の調査資料を基に、構造躯体の健全性の評価を⾏

います。耐震診断による調査が⾏われていない建物については、施設別の方針により今後も維持

していく施設であれば、順次、コア抜き等による構造躯体の健全性調査を実施します。 

また、新耐震基準の建物については、試算上、⻑寿命化可能と判定しますが、⻑寿命化改修の

実施にあたっては、構造躯体の健全性調査を実施します。 

 

表２‐4．構造躯体の健全性評価 

１）圧縮強度（数値が大きいほど強い） 

標準的なコンクリートの圧縮強度が、13.5N/mm²以下では十分な強度とはいえず改修に適

さないため、13.6N/mm²以上を「⻑寿命化が可能」と判断する。 

２）中性化深さ（数値が小さいほど健全） 

⼤気中の二酸化炭素がコンクリートに侵入し中性化が内部の鉄筋まで進⾏すると、鉄筋の腐

食によりコンクリートと鉄筋の⼀体性が失われ、建物が本来の⼒を発揮できないため、⻑期

間の使⽤に支障をきたすおそれがある。このため中性化の深さが、最低限のかぶり厚さ（コ

ンクリート表面から鉄筋までの厚さ）である 30mm に達していない場合を「⻑寿命化が可

能」と判断する。 
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第3項 改修周期の設定 

これまでは、建設後の維持管理とその予算を計画的に計上しなかったため、実際に老朽化が著

しく進んでから莫⼤な維持管理費⽤を投じる事後保全型の管理を⾏ってきました（図 2‐1）。 

 

 

図 2‐1．事後保全型（従来型）の改修・建替えのイメージ 

 

今後は、「表 2‐3．部位別改修周期」に示す部位別の標準耐⽤年数を基本として、建設後、約

20 年で機能回復のための⼤規模改修を⾏い、耐⽤年数の中間期となる約 40 年で機能向上のた

めの⻑寿命化改修を⾏います。その後、約 60 年で再び⼤規模改修を⾏い、目標耐⽤年数の約 80

年で建物の建替えを⾏います（図 2‐2）。ただし、⻑寿命化を図らない施設の場合は約 20 年周

期で機能回復のための⼤規模改修を⾏い、約 60 年で建替えを⾏うこととします（図 2‐3）。 

木造、軽量鉄骨造の場合は、目標耐⽤年数は 50 年となりますので、中間期の約 25 年で機能

向上のための⻑寿命化改修を⾏い、目標耐⽤年数の約 50 年で建物の建替えを⾏います（図 2‐

4）。 

  

性能

（劣化度）

経年

（年）

要求水準

不具合や機能低下に対する

部分的な改修（大規模改修）

建替え

竣工
10               20                 30                40                 50                 60                 70            80
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図 2‐2．予防保全型の改修・建替えのイメージ 

 

 

図 2‐3．予防保全型の改修・建替えのイメージ 

（鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造で⻑寿命化しない場合） 

 

 

図 2‐4．予防保全型の改修・建替えのイメージ（木造、軽量鉄骨造の場合） 

  

性能

（劣化度）

経年

（年）

要求水準

大規模改修

大規模改修 長寿命化改修

建替え

竣工
10               20                 30                40                 50                 60                 70            80

性能

（劣化度）

経年

（年）

要求水準

大規模改修

竣工

大規模改修

10               20                 30                40                 50                 60                 70            80

建替え

性能

（劣化度）

経年

（年）

要求水準

竣工
10               20                 30                40                 50                 60                 70            80

建替え
長寿命化改修
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表 2‐5．予防保全型の改修工事内容 

大規模改修 長寿命化改修 

経年劣化による損耗、機能低

下に対する機能回復工事 

経年劣化による機能回復工事と、社会的要求に対応するための

機能向上工事 

・屋上防水改修 

・外壁修繕 

・内装修繕 

・建具修繕 

・電気設備改修 

・機械設備改修・配管更生 

・劣化の著しい部位の修繕 

・故障、不具合修繕 等 

・屋上防水改修 

・外壁改修 

・内装改修 

・建具改修 

・電気設備改修 

・機械設備改修・配管改修 

・劣化の著しい部位の修繕 

・故障、不具合修繕 等 

・コンクリート中性化対策 

・鉄筋の腐食対策 

・バリアフリー改修 

・外壁、屋上の断熱化改修 

・省エネルギー機器への更新 

〔「表 2‐3．部位別改修周期」に示す部位別の更新周期を基本として改修を実施。〕 
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第3節 対策の優先順位の考え方 

限られた財源の中では、優先度の⾼い施設から必要とされる対策（改修等）を実施しなければな

りません。本町では、劣化調査から得られる施設健全度にて保全優先度を判定します。 

 

施設健全度 

施設健全度は、各建物の 5 つの部位について劣化状況を４段階で評価し、100 点満点で数値

化した評価指標です。健全度 40 点未満の場合に、優先的に⻑寿命化改修等の対策を講じること

とします。 

また、健全度の点数に関わらず、Ｃ、Ｄ評価の部位は、修繕・改修が必要とし、Ｄ評価の部位

は、5 年以内に部位修繕を実施し、Ｃ評価の部位は、10 年以内に部位修繕を実施します。 

（ただし、建替え、⻑寿命化改修、⼤規模修繕を部位修繕期間内に実施する場合を除く） 

 

健全度の計算式 

 

健全度=総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷60 

  ※100 点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。 

  ※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。 

       

      計算例） 

    

  

評価 評価点 配分

１　屋根・屋上 C → 40 × 5.1 ＝ 204

２　外壁 D → 10 × 17.2 ＝ 172

３　内部仕上げ B → 75 × 22.4 ＝ 1,680

４　電気設備 A → 100 × 8 ＝ 800

５　機械設備 C → 40 × 7.3 ＝ 292

計 3,148

÷ 60

52健全度
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表 2‐6．目視による評価基準【屋根・屋上、外壁】 

評価 基準 配点 

Ａ 概ね良好 100 点 

Ｂ 局所、部分的に劣化が⾒られるが、 安全上、機能上、問題なし 75 点 

Ｃ 随所、広範囲に劣化が⾒られ、 安全上、機能上、低下の兆しが⾒られる 40 点 

Ｄ 
随所、広範囲に著しい劣化が⾒られ、 安全上、機能上、問題があり、 

早急に対応する必要がある 
10 点 

 

表 2‐7．経過年数による評価基準【内部仕上・電気設備・機械設備】 

評価 基準（経過年数） 配点 

Ａ 20 年未満 100 点 

Ｂ 20～40 年未満 75 点 

Ｃ 40～50 年未満 40 点 

Ｄ 50 年以上、または劣化が著しい場合 

ただし、給排水配管を⼀度も更新せず、40 年以上経過している場合は、

Ｄ評価とする 

10 点 

 

表 2‐8．部位のコスト配分 

部位 コスト配分 

１ 屋根・屋上 5.1 

２ 外壁 17.2 

３ 内部仕上げ 22.4 

４ 電気設備 8.0 

５ 機械設備 7.3 

計 60.0 

※部位のコスト配分は、文部科学省の「⻑寿命化改良事業の校舎の改修比率算定表」を参考に、 

同算定表における「⻑寿命化」の７％分を、屋根・屋上、外壁に按分して設定。 
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〔引⽤元資料：文部科学省 学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書〕 
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〔引⽤元資料：文部科学省 学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書〕 
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〔引⽤元資料：文部科学省 学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書〕 
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第４節 施設改修・更新時の施設方針見直し 

既存施設の更新（⼤規模改修、建替え）を⾏う場合には、施設の再編（多機能化・集約化、複

合化など）や民間活⽤など活⽤方針の⾒直しを⾏うこととします。 

⾒直しにあたっては、公共施設マネジメントに関する方針や公共施設の管理の最適化などを調

査、審議する委員会を庁内に設置し、直近の簡易劣化調査結果を踏まえて、検討を⾏いますが、

必要に応じて、住民意⾒の聞き取り、サウンディング型の市場調査や民間提案制度を活⽤し、広

く意⾒を募ります。 

 

 

図 2‐5．施設改修・更新時の施設方針⾒直しのフロー 

 

⾏政利⽤検討 ３～５年に⼀度⾏う簡易劣化調査を実施し、更新・改修等の工事予定年度

を判定した後、⾏政財産としての庁内での利⽤意向を確認します。民間活

⽤の可能性がある施設については、民間活⽤を検討します。 

地元意⾒交換 庁内利⽤の意向確認の後、⾏政財産として利⽤意向の無いものについて

は、地縁団体等の利⽤意向を確認します。民間活⽤の可能性がある施設に

ついては、民間活⽤を検討します。 

サウンディン

グ型市場調査 

民間活⽤の可能性がある施設について、民間事業者との対話を通じて市場

の動向を適切に把握します。当該資産の持つポテンシャルが発揮されるよ

う、民間のアイデアやノウハウの活⽤可能性を確認した上で、実現可能性

の⾼い活⽤案を検討します。 

民間提案制度 民間活⽤の可能性がある施設について、民間事業者から対象施設に関する

提案を求めます。本町の施策や公共施設マネジメントに⼤きく貢献する提

案を選定し、民間事業者と本町との対話と協議を経て事業化を検討しま

す。 
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第 3章 対象施設の実態 

 

今後の維持・更新コストの把握（従来型） 

計画対象となる全施設の⼤規模改修を実施し、現状規模のまま建替えをした場合、今後 40 年

間で 138.2 億円（年平均 3.5 億円）かかる⾒込みとなります。 

更新のピークは令和 6 年度～7 年度（2024～25 年度）、令和 36 年度～37 年度（2054～55

年度）にあり、最⼤で平均の約 3 倍の更新費⽤がかかる⾒込みとなっています。 

 

 

図 3‐1.更新費⽤推計結果（従来型） 

 

表 3‐1.公共施設等更新費⽤試算ソフト  更新費⽤単価 

試算ソフトの施設⽤途分類 ⼤規模改修 建替え 

町民文化系、社会教育系、産業系、 

⾏政系施設 
25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系 

保健・福祉施設、その他施設 
20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

 

 

 

 

 

40 年間の平均 

約 3.5 億円/年 

40 年間の総額 

約138.2 億円 
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施設の老朽化状況 

対象となる建物で、旧耐震基準の建物は⼀部の施設を除いて、耐震診断、耐震改修を終えている

ため、⻑寿命化可能としています。構造躯体以外の劣化状況評価は、構造・屋根、外壁については

目視による調査、内部仕上げ、電気設備、機械設備については築年数より評価します。 

 

表 3‐1．対象施設の劣化状況評価結果 

 

  

連番 施設⽤途 施設名称 建物名称
屋根

屋上
外壁

内部

仕上

電気

設備

機械

設備
健全度

1 町民文化系施設 木上コミュニティーセンター 木上コミュニティーセンター B B B B B 7 5

2 町民文化系施設 西コミュニティーセンター 西コミュニティーセンター B B B B B 7 5

3 町民文化系施設 錦町農村婦⼈の家 農村婦⼈の家 B B B B B 7 5

4 社会教育系施設 錦町青年会館 青年会館及び錦町図書館 B C A C D 6 1

5 社会教育系施設 錦町青年会館 閉架式図書館 - - - - - -

6

スポーツ・レクリエー

ション系施設 錦勤労者体育センター 錦勤労者体育センター
B D C B B 4 3

7

スポーツ・レクリエー

ション系施設 錦町武道館 武道館
B B B B B 7 5

8

スポーツ・レクリエー

ション系施設 錦町弓道場 弓道場
B B B B B 7 5

9 産業系施設 錦町就業センター 錦町就業センター C B C C D 4 6

10 産業系施設 錦町農産物直売所 農産物直売所 A B B A A 8 3

11 産業系施設 錦町農産物直売所 農産物直売所(増築) A B A A A 9 2

12 学校教育系施設 西小学校 体育館 A C C C C 4 5

13 学校教育系施設 西小学校 校舎 A B B B B 7 7

14 学校教育系施設 ⼀武小学校 校舎 A B C C C 5 5

15 学校教育系施設 ⼀武小学校 屋内運動場 B C B B B 6 4

16 学校教育系施設 ⼀武小学校 特別教室 A C B B B 6 7

17 学校教育系施設 木上小学校 屋内運動場 A C C C D 4 1

18 学校教育系施設 木上小学校 校舎 A A B B B 8 4

19 学校教育系施設 錦中学校 校舎 A C A A A 8 2

20 学校教育系施設 錦中学校 屋内運動場 A B B B B 7 7

21 学校教育系施設 錦町学校給食センター 学校給食センター A B B B B 7 7

22 保健・福祉施設 錦町保健センター 保健センター B B A A A 9 0

23 ⾏政系施設 錦町役場 本庁舎 C C C B B 4 8

24 その他 旧桑原家住宅 旧桑原家住宅 B D D D D 15



 

19 

 

 

第 4章 長寿命化の実施計画 

 

今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型） 

従来の改築中心ではなく、予防保全的に⻑寿命化対策を⾏い、建物を 80 年使⽤した場合の維

持・更新コストを算出します。その結果、40 年間の維持・更新コストは約 102.8 億円となり、従

来型の場合より、約 35.4 億円の削減が⾒込まれます。 

  

 

図 4‐1．更新費⽤推計結果（⻑寿命化型） 

 

表 4‐1．⻑寿命化型の更新費⽤推計に関する設定・更新費⽤単価 

施設⽤途分類 
⼤規模改修 

（建替えの 25％） 

⻑寿命化改修 

（建替えの 60％） 
建替え 

町民文化系、社会教育系、産業系、 

⾏政系施設 
10 万円/㎡ 24 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系 

保健・福祉施設、その他施設 
9 万円/㎡ 21.6 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

 

  

40 年間の平均 

約2.6 億円/年 

40 年間の総額 

約102.8 億円 
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第 5章 施設分類別 個別施設計画 

第１節 町民文化系施設 

（１）施設概要 

連番 施設名称 建物名称 
延床面積 

（㎡） 
構造 建築年度 

経過年数

（年） 

1 
木上コミュニティ

ーセンター 

木上コミュニティー

センター 
407.78 鉄骨造 S63（1988） 32 

2 
西コミュニティー

センター 

西コミュニティーセ

ンター 
394.01 鉄骨造 H3（1991） 29 

3 錦町農村婦⼈の家 錦町農村婦⼈の家 278.40 鉄骨造 S60（1985） 35 

備考 

‐ 

 

（２）建物の健全性 

連番 建物名称 

躯体に関する情報 部位に関する情報 

コンクリート 

圧縮強度 

(N/㎟) 

中性化深さ 

平均値 

(㎜) 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（点） 

1 
木上コミュニティ

ーセンター 
‐ ‐ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 75 

2 
西コミュニティー

センター 
‐ ‐ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 75 

3 錦町農村婦⼈の家 ‐ ‐ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 75 
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（３）対応方針 

連番 施設名称 現状 課題等 

1 
木上コミュニティ

ーセンター 

通常時は多目的ホールにて様々な使⽤が

あり住民の活動の場として機能していま

す。 

⼈⼝減少に比例し利⽤者数は減少しています

が、今後他施設との複合・統合を視野におい

ての活⽤等を検討する必要があると思われま

す。 

2 
西コミュニティー

センター 

災害時は避難所となり、通常時も多目的

ホールにて様々な使⽤があり住民の活動

の場として機能しています。 

⼈⼝減少に比例し利⽤者数は減少しています

が、今後他施設との複合・統合を視野におい

ての活⽤等を検討する必要があると思われま

す。 

3 錦町農村婦⼈の家 

⾼齢者創作室は⼈吉保護司会に通年貸与

しています。農産加工室は毎年 9 月から

3 月にかけて、味噌造りとして約 30 団

体が利⽤しています。 

味噌造りを⾏う団体も年々減少傾向にありま

す。味噌造り器具も 20 年以上使⽤している

ため、毎年修理が必要になってきています。 

連番 施設名称 今後の維持管理方針 

1 
木上コミュニティ

ーセンター 
建物や設備の機能維持に必要な修繕を実施しながら、適正な維持管理に努めます。 

2 
西コミュニティー

センター 
建物や設備の機能維持に必要な修繕を実施しながら、適正な維持管理に努めます。 

3 錦町農村婦⼈の家 

現状は、建物や設備の機能維持に必要な修繕を実施しながら、維持管理に努めますが、

⻑期的に持続可能な施設活⽤を考慮し、近隣公共施設との⼀体的な維持管理方針を検討

していきます。 

 

（４）実施計画                    ※下段の数字は事業費試算 単位：百万円 

連番 建物名称 

年度 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

1 
木上コミュニ

ティセンター 

          

          

2 
西コミュニテ

ィーセンター 

部位 

修繕 
         

3          

3 
錦町農村婦⼈

の家 

          

          

空調設備修繕 
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第２節 社会教育系施設 

（１）施設概要 

連番 施設名称 建物名称 
延床面積 

（㎡） 
構造 建築年度 

経過年数

（年） 

4 
錦町青年会館 

青年会館及び錦町図書館 476.02 鉄骨造 S50（1975） 45 

5 閉架式図書館 20.06 軽量鉄骨造 H14（2002） 18 

備考 

青年会館及び錦町図書館については、旧耐震基準による建築ですが、耐震診断調査は未実施となっています。 

 

（２）建物の健全性 

連番 建物名称 

躯体に関する情報 部位に関する情報 

コンクリート 

圧縮強度 

(N/㎟) 

中性化深さ 

平均値 

(㎜) 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（点） 

4 
青年会館及び錦町

図書館 
‐ ‐ Ｂ C A C D 61 

5 閉架式図書館 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

 

（３）対応方針 

連番 施設名称 現状 課題等 

4 

5 
錦町青年会館 

生涯学習講座やイベント会場等で利⽤し

ています。また、建物の⼀部を図書館と

して利⽤しています。 

築 45 年が経過しており、屋根の損傷が⾒受

けられ、老朽化や耐震性が懸念される状態に

なっています。 

今後の維持管理方針 

耐震診断を令和 3 年度（2021 年度）に実施する予定です。 

診断結果を踏まえて、同敷地内にある近隣公共施設との⼀体的な維持管理方針を検討し

ていきます。 
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（４）実施計画                    ※下段の数字は事業費試算 単位：百万円 

連番 建物名称 

年度 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

4 
青年会館及び

錦町図書館 

耐震診

断 
 

 
       

2          

5 閉架式図書館 

    
⼤規模

改修 
     

    2      

 

  

耐震診断実施後、具体的な維持管理方針を決定 
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第３節 スポーツ・レクリエーション系施設 

（１）施設概要 

連番 施設名称 建物名称 
延床面積 

（㎡） 
構造 建築年度 

経過年数

（年） 

6 錦勤労者体育センター 錦勤労者体育センター 1,785.80 鉄骨造 S58（1983） 37 

7 錦町武道館 武道館 510.00 鉄骨造 S60（1985） 35 

8 錦町弓道場 弓道場 122.50 鉄骨造 H7（1995） 25 

備考 

‐ 

 

（２）建物の健全性 

連番 建物名称 

躯体に関する情報 部位に関する情報 

コンクリート 

圧縮強度 

(N/㎟) 

中性化深さ 

平均値 

(㎜) 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（点） 

6 
錦勤労者体育セン

ター 
‐ ‐ Ｂ D C B B 43 

7 武道館 ‐ ‐ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 75 

8 弓道場 ‐ ‐ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 75 

 

（３）対応方針 

連番 施設名称 現状 課題等 

6 
錦勤労者体育セン

ター 

ジュニアスポーツクラブや中学生の部活

動で使⽤しており、町が維持管理を⾏っ

ています。 

築 37 年が経過しており、施設の老朽化が進

⾏しています。 

7 武道館 
少年柔道が毎日使⽤しており、町が維持

管理を⾏っています。 

少年柔道参加者は、年々減少し利⽤状況が低

下しています。 

8 弓道場 
弓道関係者のみ使⽤しており、町が維持

管理を⾏っています。 

弓道をされる方の⾼齢化もあり、利⽤状況が

低下しています。 

連番 施設名称 今後の維持管理方針 

6 
錦勤労者体育セン

ター 

直近の方向性としては⻑寿命化の方針であるものの、⻑期的に持続可能な施設活⽤を考

慮し、近隣公共施設との⼀体的な維持管理方針を検討していくこととします。 

7 武道館 
⻑期的に持続可能な施設活⽤を考慮し、近隣公共施設との⼀体的な維持管理方針を検討

していきます。 

8 弓道場 
⻑期的に持続可能な施設活⽤を考慮し、近隣公共施設との⼀体的な維持管理方針を検討

していきます。 
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（４）実施計画                    ※下段の数字は事業費試算 単位：百万円 

連番 建物名称 

年度 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

6 
錦勤労者体育

センター 

    
部位修

繕 
   

⻑寿命

化 

⻑寿命

化 

    33    193 193 

7 武道館 

          

          

8 弓道場 
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第４節 産業系施設 

（１）施設概要 

連番 施設名称 建物名称 
延床面積 

（㎡） 
構造 建築年度 

経過年数

（年） 

9 錦町就業センター 錦町就業センター 506.37 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ S54（1979） 41 

10 
錦町農産物直売所 

農産物直売所 261.16 鉄骨造 H14（2002） 18 

11 農産物直売所(増築) 81.99 鉄骨造 H19（2007） 13 

備考 

錦町就業センターは旧耐震基準による建築であるが、平成 29 年度（2017 年度）に耐震診断を実施しており、 

耐震性能に問題はなく、コンクリートの中性化についても外観調査にて問題なしとなっています。 

 

（２）建物の健全性 

連番 
建物 

名称 

躯体に関する情報 部位に関する情報 

コンクリート 

圧縮強度 

(N/㎟) 

中性化深さ 

平均値 

(㎜) 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（点） 

9 錦町就業センター 19.0 ‐ C B C C D 46 

10 農産物直売所 ‐ ‐ A Ｂ Ｂ A A 83 

11 農産物直売所(増築) ‐ ‐ A Ｂ A A A 92 

 

（３）対応方針 

連番 施設名称 現状 課題等 

9 錦町就業センター 

貸事務所及び調理施設として使⽤してい

ます。3 部屋は通年貸与（錦町土地改良

区・錦町農地水環境保全管理協定運営委

員会、川辺川総合土地改良事業組合）し

ています。サテライトオフィス部分は、

3 部屋中２部屋を貸与しています。 

設備の整った調理施設が空いており、有効利

⽤できていないことが課題となっています。 

10 

錦町農産物直売所 

錦町農産物等直売所出荷協議会が指定管

理者となっており、農産物の直売所とし

て運営しています。備品以外は指定管理

者にて維持管理を⾏っています。 

備品と配管の老朽化が進⾏しており、トイレ

の機器が⼀部故障中となっています。 

修繕も事後対応となっていることが課題とな

っています。 
11 

連番 施設名称 今後の維持管理方針 

9 錦町就業センター 
直近の方向性としては⻑寿命化の方針であるものの、⻑期的に持続可能な施設活⽤を考

慮し、近隣公共施設との⼀体的な維持管理方針を検討していくこととします。 

10 

錦町農産物直売所 
今後 10 年以内に築 20 年が経過するため、施設⻑寿命化の基本方針に従い、⼤規模改修

を実施していきます。 11 
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（４）実施計画                    ※下段の数字は事業費試算 単位：百万円 

連番 建物名称 

年度 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

9 
錦町就業セン

ター 

  
部位修

繕 
       

  34        

10 農産物直売所 

 
⼤規模

改修 
        

 26         

11 
農産物直売所

（増築） 

      ⼤規模

改修 

   

      8    
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第５節 学校教育系施設 

（１）施設概要 

連番 施設名称 建物名称 
延床面積 

（㎡） 
構造 建築年度 

経過年数

（年） 

12 
西小学校 

体育館 619.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ S53（1978） 42 

13 校舎 2,944.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ S57（1982） 38 

14 

⼀武小学校 

校舎 2650.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ S53（1978） 42 

15 屋内運動場 800.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ S58（1983） 37 

16 特別教室 135.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ S58（1983） 37 

17 
木上小学校 

屋内運動場 790.00 鉄骨造 S55（1980） 40 

18 校舎 2,813.00 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ S62（1987） 33 

19 
錦中学校 

校舎 5,151.14 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ H18（2006） 14 

20 屋内運動場 1,864.93 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ H5（1993） 27 

21 錦町学校給食センター 学校給食センター 712.00 鉄骨造 H11（1999） 21 

備考 

‐ 

 

（２）建物の健全性 

連番 
建物 

名称 

躯体に関する情報 部位に関する情報 

コンクリート 

圧縮強度 

(N/㎟) 

中性化深さ 

平均値 

(㎜) 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（点） 

12 体育館 20.4 50 A C C C C 45 

13 校舎 ‐ ‐ A B B B B 77 

14 校舎 17.3 ‐ A B C C C 55 

15 屋内運動場 ‐ ‐ B C B B B 64 

16 特別教室 ‐ ‐ A C B B B 67 

17 屋内運動場 ‐ ‐ A C C C D 41 

18 校舎 ‐ ‐ A A B B B 84 

19 校舎 ‐ ‐ A C A A A 82 

20 屋内運動場 ‐ ‐ A B B B B 77 

21 学校給食センター ‐ ‐ B B A A A 90 
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（３）対応方針 

連番 施設名称 現状 課題等 今後の維持管理方針 

12 

西小学校 

錦町の西部に位置して⼈吉市に隣接し、校区のほぼ中央を

国道２１９号線が東西に通っており、さらに西側には、え

びの市に通じる国道２２１号線があり本郡市で最も交通量

の多いところです。 

平成 23 年度（2011 年度）に校舎の⼤規模改修、令和元

年度に照明設備の LED 化を実施しています。 

プールが老朽化してきているので改修が必要と

なっています。 

また、水道管の老朽化により漏水が発生してい

ることから、今後改修が必要になります。 

直近の方向性としては⻑寿命化の方針で

あるものの、児童の安全性を確保し、⻑

期的に持続可能な施設の維持管理方針を

検討していくこととします。 

13 

14 

⼀武小学校 

錦町の中央部に位置し、近隣は役場や JA、IC 工場や部品

工場などがあり、交通量の多い校区です。 

平成 21 年度（2009 年度）に校舎の耐震補強工事を実施

しています。 

プールが老朽化してきているので改修が必要と

なっています。 

また、水道管の老朽化により漏水が発生してい

ることから、今後改修が必要になります。 

直近の方向性としては⻑寿命化の方針で

あるものの、児童の安全性を確保し、⻑

期的に持続可能な施設の維持管理方針を

検討していくこととします。 

15 

16 

17 

木上小学校 

明治８年に旧木上村に創立された覚井小学校を前身とした

小学校です。 

平成 22 年度（2010 年度）に屋内運動場の耐震補強工

事、平成 28 年度（2016 年度）に⼤規模改修工事（校舎

外壁塗装、屋根取付、校舎児童⽤トイレ改修、校舎床改

修）を実施しています。 

プールが老朽化してきているので改修が必要と

なっています。 

また、水道管の老朽化により漏水が発生してい

ることから、今後改修が必要になります。 

直近の方向性としては⻑寿命化の方針で

あるものの、児童の安全性を確保し、⻑

期的に持続可能な施設の維持管理方針を

検討していくこととします。 18 

19 

錦中学校 

昭和 37 年に創立された本町唯⼀の町立中学校です。 

平成５年度（1993 年度）に屋内運動場、平成 19 年度

（2007 年度）に校舎を建築し、ともに学校教育系施設に

おいては、比較的新しい施設です。 

校舎・屋内運動場で雨漏りが確認されているな

ど、築年数がそれほど経過していないものの、

部分的に老朽化しています。 

 

今後 10 年以内に築 20 年が経過するた

め、施設⻑寿命化の基本方針に従い、⼤

規模改修を検討していくこととします。 20 
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連番 施設名称 現状 課題等 今後の維持管理方針 

21 
錦町学校給食セン

ター 

錦町立小中学校の学校給食のため、その調理等の業務を⼀

括処理する施設として設置されています。 

蒸気配管盛替え及び調理機器等の更新を⾏ってきました

が、配管の経年劣化による重油漏れが令和元年 9 月に発生

し、改修工事を実施中です。（令和 3 年 4 月に竣工予定） 

調理機械の度々の追加により、調理スペースが

手狭になっており、食物アレルギーへの対応を

目的とした施設整備が課題となっています。 

建物や設備の機能維持に必要な修繕を実

施しながら、適正な維持管理に努めま

す。 
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（４）実施計画                    ※下段の数字は事業費試算 単位：百万円 

連番 建物名称 

年度 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

12 体育館 

     
部位修

繕 
    

     38     

13 校舎 

      
⻑寿命

化 

⻑寿命

化 
  

      274 274   

14 校舎 

 
     

部位修

繕 
   

      116    

15 屋内運動場 

照明設

備改修 
  

⻑寿命

化 

⻑寿命

化 
     

7   79 79      

16 特別教室 

 
 

  
部位 

修繕 
     

    2      

17 屋内運動場 

照明設

備改修 
      

部位修

繕 
  

7       48   

18 校舎 

        
⻑寿命

化 

⻑寿命

化 

        239 239 

19 校舎 

     
⼤規模

改修 
    

     425     

 

  

LED 化 

LED 化 
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※下段の数字は事業費試算 単位：百万円 

連番 建物名称 

年度 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

20 
屋内運動

場 

 

①照明設

備改修 

②天井板 

撤去 

部位修

繕 
  

 
    

 
①15 

②30 
22        

21 
学校給食

センター 

          

          

  

屋根の雨漏り修繕 
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第６節 保健・福祉施設 

（１）施設概要 

連番 施設名称 建物名称 
延床面積 

（㎡） 
構造 建築年度 

経過年数

（年） 

22 錦町保健センター 保健センター 844.20 木造 H17（2005） 15 

備考 

令和 2 年度（2020 年度）で外壁（板張り）の修繕工事を予定しています。（約 500 万円） 

 

（２）建物の健全性 

連番 
建物 

名称 

躯体に関する情報 部位に関する情報 

コンクリート 

圧縮強度 

(N/㎟) 

中性化深さ 

平均値 

(㎜) 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（点） 

22 保健センター ‐ ‐ B B A A A 90 

 

（３）対応方針 

連番 施設名称 現状 課題等 

22 錦町保健センター 

乳幼児健診から成⼈の集団健診等の健康

づくり事業の場として使⽤しています。 

⼦育てサークルの併設により、親⼦のサ

ークル活動の場として使⽤しています。 

保健衛生事業の窓⼝業務として使⽤して

います。 

築 15 年と比較的新しい施設であるものの、

施設の劣化及び施設の設計、施工不良によ

り、毎年修繕や工事が発生しています。 

また、劣化状況調査における判定は B 判定

だったものの、外壁の劣化が進⾏しており、

修繕が必要である。 

今後の維持管理方針 

町の保健・福祉事業の基幹施設であるため、施設⻑寿命化の基本方針に従い、⻑寿命化

していく方針です。 

 

（４）実施計画                    ※下段の数字は事業費試算 単位：百万円 

連番 建物名称 

年度 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

22 保健センター 

 
外壁修

繕 
   

⼤規模

改修 
    

 15    76     
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第７節 行政系施設 

（１）施設概要 

連番 施設名称 建物名称 
延床面積 

（㎡） 
構造 建築年度 

経過年数

（年） 

23 錦町役場 本庁舎 3,911.99 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ H6（1994） 26 

備考 

‐ 

 

（２）建物の健全性 

連番 
建物 

名称 

躯体に関する情報 部位に関する情報 

コンクリート 

圧縮強度 

(N/㎟) 

中性化深さ 

平均値 

(㎜) 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（点） 

23 本庁舎 ‐ ‐ C C C B B 48 

 

（３）対応方針 

連番 施設名称 現状 課題等 

23 錦町役場 

⾏政事務全般、各種団体の会議、研修等

で使⽤しており、町が維持管理を⾏って

います。 

築 26 年が経過し、雨漏りをはじめ庁舎外壁

タイルの浮き等劣化している箇所、及び空調

設備の機能低下が⾒受けられます。 

今後の維持管理方針 

町の基幹施設であることから、施設⻑寿命化の基本方針に従い、⻑寿命化していく方針

です。 

 

（４）実施計画                    ※下段の数字は事業費試算 単位：百万円 

連番 建物名称 

年度 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

22 本庁舎 

 

部位修繕 

（屋根・ 

屋上） 

部位修繕 

（外壁） 

部位修繕 

（内部 

仕上） 

      

 55 80 88       
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第８節 その他 

（１）施設概要 

連番 施設名称 建物名称 
延床面積 

（㎡） 
構造 建築年度 

経過年数

（年） 

24 旧桑原家住宅 旧桑原家住宅 212.00 木造 ‐ ‐ 

備考 

国指定重要文化財（建築年代は江戸時代後期） 

 

（２）建物の健全性 

連番 
建物 

名称 

躯体に関する情報 部位に関する情報 

コンクリート 

圧縮強度 

(N/㎟) 

中性化深さ 

平均値 

(㎜) 

屋根 

屋上 
外壁 

内部 

仕上 

電気 

設備 

機械 

設備 

健全度 

（点） 

24 旧桑原家住宅 ‐ ‐ B D D D D 15 

 

（３）対応方針 

連番 施設名称 現状 課題等 

24 旧桑原家住宅 

現在、安全上の理由から建物外から⾒学

のみ可能となっており、立入禁止となっ

ています。隣家（旧所有者）に管理委託

しています。 

耐震予備診断にて耐震性に問題が有ることが

わかっており、今後の維持管理コスト等を踏

まえて、有効な保存・活⽤方法が決定してい

ません。 

今後の維持管理方針 

国指定重要文化財のため、有識者等との協議を実施し、今後の保存、活⽤について検討

をしていきます。 

 

（４）実施計画                    ※下段の数字は事業費試算 単位：百万円 

連番 建物名称 

年度 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

22 保健センター 

     
⼤規模

改修 
    

     1     
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第 6章 計画のフォローアップ 

第１節 情報基盤の整備と活用 

公共施設マネジメントシステムを活⽤して、施設の基本情報、光熱水費をはじめとする維持管

理運営経費、工事履歴や劣化調査結果等を⼀元管理していきます。 

 

第２節 推進体制の整備 

計画の推進にあたっては、公共施設マネジメント部局を中心とした全庁的な体制で対応を図り

ます。また劣化調査や日常の施設管理の質を向上させるため、施設所管課と公共施設マネジメン

ト部局が協⼒し、調査の実施や不具合箇所の早期把握と対応を⾏っていきます。 

 

第３節 フォローアップ 

本計画は、対象施設の改修や建替えの方針及び工事概要を計画づけるものです。計画に位置付

けられた事業は、公共施設マネジメント部局による優先度判定や事業の方向性検討等の手続きを

経て予算要求することとし、当該年度の予算査定において与えられた財源の中で確定するものと

します。 

また実施計画及び各年度の工事実績についても施設マネジメントシステムにおいて管理し、翌

年度以降の展開に向けて適宜、⾒直しを⾏うことで、計画の確実な推進を図ります。 

 

 


